
① 地域において、教育委員会と連携するほか、必要に応じて関係機関・民間施設（NPO・フリースクール）等と連携し、不登校のこどもの心身の状況や、
  休み始めから回復するまでの時期に応じた支援の手法等について開発・実証
② 教育委員会との連携に当たって首長部局の窓口の役割を担ったり、不登校のこどもや保護者のサポートを行うために医療や福祉などの関係機関等との
  連携・調整を行ったりするコーディネーターの活用により、首長部局における支援体制の構築

（時期に応じた支援の例）

◆休み始める時期

・不登校のこどもの今後の見通しや地域の支援メニューに関する情報提供等の相談支援

・不登校のこどもの発達特性に応じた医療や福祉等の専門機関と連携した生活等の支援

◆家庭で過ごし休養する時期

・家庭で過ごす不登校のこどもへの支援

・行政機関と民間施設等が協力した相談会の開催

・自治体における民間施設等の情報提供

◆回復傾向にあって他者との関わりが増える時期

・民間施設等を利用するこどもの通所送迎支援

・民間施設等における、学校生活や生活リズムに慣れない小学校低学年のこどもに対する支援

・民間施設等における、高校生へのキャリア形成に向けた支援

支援局 総務課地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業

事業の目的

事業の概要

実施主体等

教育委員会・学校

福祉部局・
こども政策担当部局

委託

連携
①地域の実情に応じた不登校
のこどもや保護者への支援
メニューの開発

②地域における関係者・
関係機関のコーディネート

令和７年度補正予算 2.6億円

⚫ 最新の調査（令和６年度）では、小中学校の不登校のこどもが過去最多の約35万人となり、そのうちの約4割（約14万人）が学校内外の機関等で
専門的な相談等を受けておらず、一人一人の状況に応じた適切な支援が届いているとは言えない。

⚫ 学校・地域社会のいずれにもつながりが持てないなど、不登校のこども・保護者が抱える悩みやニーズ等に応じ、各地域において、こどもの育ちの観点から
きめ細かく対応する支援策の実証や体制構築の支援を行うことにより、不登校のこどもへの包括的で切れ目ない支援モデルを創出し、学校内外の機関等で
専門的な相談を受けていない不登校のこどもの割合の低下を目指すとともに、社会的な自立につなげる。

【委託先】      都道府県、市区町村
【補助割合等】委託費（国10/10）

こども家庭庁
都道府県

・
市区町村

【実施個所数】 16自治体（１自治体あたり 1,400～2,000万円を上限）
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